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のクラス分けである。

　ここでは最高位にあたるクラス Sは前回改定時の 30,000人以上から 40,000人以上へ

と改められており、ここにも 40,000人規模のスタジアムが求められていたワールドカッ

プ招致活動の影響を窺うことができよう。それ以外には、クラス 1～ 3においては、収

容人数の幅が広げられた改訂であった。

　「競技場という巨大建造物建設の思想は、その時々の社会的な要請、社会的な思想に

よって影響を受ける」37）とされるが、この「スタジアム標準」の変遷から、その建設基

準もまたイベントの開催などの社会的要請を契機に変化してきたことが窺える。

　これまでに述べてきた通り、プロリーグ運営やプロクラブ経営に必要となるスタジアム

の整備にあたって、ワールドカップという一過性のイベントを起爆剤に用いて進められて

きた。この一連の取り組みは、長期的な視点から大会後のレガシー活用など今日的な課題

に示唆を与える一方で、一過性のイベントがもたらすインパクトと日常的なスポーツ活動

が持つインパクトとの間に差が生じているという課題が顕在化しているといえよう。

4.　国体開催スタジアムにおける施設基準

　次に国体開催スタジアムにおける基準について確認する。これは、その多くが一過性の

イベントによる開発として長らく批判を受けてきたスタジアムであることに加え、Jリー

グクラブの多くが、この国体施設をホームスタジアムとして使用しているためである。今

日のわが国のサッカースタジアムを検討するにあたっては、その建設の第一義とされた国

体施設に関しても検討を加えることが必要であると考えられる。

　国体は、「スポーツ振興法」に基づき、日本体育協会（以下、日体協とする）の「国民体

育大会開催基準要項」に沿って開催されている。そのため、「基準、規模、運営のすべてが

統一されて、県や市町村の財政規模や意思に関係なく、国際級の施設を作らなくては、国

体を開催できない仕組み」38）となっており、施設に関連した日体協からの過大な要求は

開催県の不満として挙げられてきた。その反面、「回を重ねるにつれて、競技団体の要求を

口実に他県に負けないような立派な競技場をつくろうとする県が増えて」38）いる状態に

あった。こうした性格を持つ国体に対し、「経費の肥大化や施設の遊休化、そして国民行事

としてのマンネリ化など性格が曖昧になった巨大イベントに対する批判的な意見は根強く

残って」39）いながらも、「各都道府県を順に回ったおかげで、日本各地に一級の公認スポー

ツ施設が建設され、スポーツ振興に役立ったこと」39）など評価すべき事実があるという

ことも否めないのである。

　国体の意義は、1955年に「国民体育大会開催基準要項」が定められた当時、「広く国民

の間にスポーツを振興して、その普及発達とアマチュアスポーツ精神の高揚を計り、併せ
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て国民の健康を増進し、その生活を明朗にしようとすること」40）と記されている。その

後、1966年に改訂が行われた際には、その目的として、「広く国民の間にスポーツを普及

し、アマチュアリズムとスポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力の向上を図り、併

せて地方スポーツの振興と地域文化の発展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊かに

しようとするものである」41）とされた。

　国体は、1955年 1月に定められた「国民体育大会開催基準要項」に沿って開催され、

国体開催における施設の条件は、同年 2月に制定された「国民体育大会開催基準要項・

細則」によって定められている 42）。1997年 1月に改訂された「国民体育大会開催基準要

項・細則」を確認すると、秋季大会の開・閉会式を行う会場は、陸上競技場とされ、仮設

スタンドを含み 30,000人程度とされていた 43）。

　こうした状況の中、2002年の高知県で行われた「よさこい高知国体」は、県の実情に

合わせて身の丈を考えた運営を展開し、高い評価を得た 44）。こうした動きに日体協も呼

応し、2003年 3月 25日に「新しい国民体育大会を求めて－国体改革 2003－」45）をま

とめている。この報告書における施設に関する記述に注目すると、国体をめぐる課題とし

て、参加人数の拡大による都道府県の負担増、競技ルールの変更とそれに対応する施設や

設備の適合の困難さが挙げられている 46）。そして、国体改革の具体的な取り組みとして、

開閉会式の会場を陸上競技場と限定しないこと、既存施設の有効活用、近隣県の競技施設

の活用などによって簡素化・効率化を推進することが提言されたのであった 47）。

　さらに、この報告書の見直しを果たすために編成された「国体の今後のあり方プロジェ

クト」は、2007年 3月 7日に「国体の今後のあり方プロジェクト提言骨子」をまとめて

いる 48）。この提言の中で、（1）国体開催後の利用も視野に入れた競技施設基準の策定、（2）

開催地における実施競技に関する普及・啓発事業の展開が指摘されている 49）。

　この国体改革を経て、2015年に発表された「国民体育大会開催基準要項・細則」によ

ると、「大会の競技施設は既存施設の活用に努め、施設の新設・改修等にあたっては、大会

開催後の地域スポーツ振興への有効的な活用を考慮し、必要最小限にとどめる」50）よう

求められている。また、開閉会式などに用いる会場は、「仮設スタンドを含み、約 3万人

を収容できる施設」51）へと改められ、必ずしも陸上競技場であることは求められなくなっ

たのである。

5.　サッカースタジアム開発の問題点

　これまでに Jリーグとワールドカップを軸に据えた JFAの取り組みから、その活動理

念とスタジアムに関する規定について収容人数を中心に検討を行ってきた。「スタジアム標

準」の改訂は、2002年ワールドカップ招致段階（1994年、1996年）、ワールドカップ開
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催直前（2002年）、2022年ワールドカップ招致段階（2010年）に行われてきた。この

2002年ワールドカップ招致の段階では、ワールドカップ開催に向けてスタジアム整備が

行われている中での改訂であったため、その内容はワールドカップを意識したものであっ

た。しかしながら、その整備も完了した開催直前には、ワールドカップ開催に必要であっ

た 60,000人以上という項目は削除され、その後は 2022年大会の招致に合わせて変化し

ている。「スタジアム標準」は、わが国のサッカー環境の向上や競技の普及・発展を念願し

て発表されたものであり 1）、その性格は恒常的なものであるはずである。しかしながら、

ワールドカップ開催に係る施設基準は、大会主催者である FIFAから提示されているにも

関わらず、国内のサッカー施設の基準を定める「スタジアム標準」それ自体の改訂が、

ワールドカップという一過性のイベントを契機としたものであることは否めない。

　次に、表 5は 2015年の Jリーグに所属する全 52クラブ（J1：18クラブ、J2：22クラ

ブ、J3：12クラブ）のホームスタジアム 52箇所をまとめたものである。これらの開場と

改修工事は、その多くがワールドカップと国体開催などの一過性イベントの時期に合わせ

て行われてきたことが認められる。また同時に、地元クラブの Jリーグ加盟がその契機と

なっていることも確認できる。Jリーグでは、J1クラブ主管公式試合は入場可能数

15,000人以上、J2クラブ主管公式試合は入場可能数 10,000人以上、J3クラブ主管公式

試合は入場可能数 5,000人以上のスタジアムで行うことを「Jリーグ規約」第 29条にお

いて明記している。この条件は、2010年版スタジアム標準における、「クラス 1」、「クラス

2」、「クラス 3」に該当する条件である。地元クラブが Jリーグへの加盟を果たしたことに

より、その条件を満たすべくスタジアム整備が進められてきたのである。このことは J

リーグが目指してきた地域一体となった取り組みに自治体が呼応しているといえ、その活

動が一定の社会的理解を得ていることの証左ともいえよう。

　しかしながら、J1クラブによる使用の場合、2015年におけるホームゲームの数は、

リーグ戦が 17試合、ヤナザキナビスコカップが 3試合の計 20試合である。これらに加

えて、ヤマザキナビスコカップの決勝トーナメントや AFC（アジアサッカー連盟）チャ

ンピオンズリーグに参加することにより数試合増加する可能性を持つのみである。また、

日本代表戦などの国際試合もその開催数は少ないものであり、全国の開催条件を満たすス

タジアムを巡回するまでには至らないのが現状である。スタジアムとは、「場所愛 <トポ

フィリア >の潜在源を提供して」52）おり、「宗教に匹敵し、その「日常性」、あるいは風景

といった特徴から、地元意識を醸成する」53）といった効果が指摘されている。しかし、

昨今問題視される維持管理費や建設費の話題からは、トポフィリアを喚起し、地元意識を

醸成する姿は想像しがたい。また、継続的な使用でありながらもその回数は少なく、また

リーグ規模とスタジアムの規模が見合わない現状からは、Jリーグの開催だけでは必ずし

もこの問題を解決へと導く抜本策とはなり得ていないのが実状である。
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表 5　Jリーグクラブ本拠地の改修状況と国体使用状況

1）カッコ内準加盟年
2）○は開催地、△はキャンプ地
財団法人日本サッカー協会，『Soccer�Stadium�in�Japan　日本のサッカースタジアム』，東京，財団法人日本サッカー協会，
2002，「Jリーグ公式サイト」http://wwwj-league.or.jp/（参照 2015-11-1）、各スタジアムおよび所有自治体ホームページを
元に作成
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　また、Jリーグ発足とワールドカップ招致を軸に据えた JFAの取り組みは、サッカーの

普及促進やスポーツ文化の振興として行われていた。こうした活動は、多くの Jリーグク

ラブのホームスタジアムを生み出す契機となった国体における日体協の取り組みとも通底

するものである。一方、ワールドカップ開催の意義や国体の目的にあるように、わが国に

おけるスポーツイベントにまつわる事業は、スポーツの普及や振興という形で、国や自治

体から国民や市民へのトップダウン方式で進められてきた。こうした手法による問題点が

あぶり出された事例の一つとして、2007年 4月の東京都知事選挙が挙げられる。すでに

東京都が 2006年 8月 30日における日本オリンピック委員会（JOC）の国内選定委員会

によって 2016年オリンピック招致の国内候補地として正式に決定していたにもかかわら

ず、この選挙において改めてその是非が争点の一つとなったのである 53）。また、建築家

の青木は、美術館の設計に携わる中で、公共の美術館は「最初から『それを見たい』とい

う人がたくさんいる状況の中で美術館がつくられたのではなくて、ある意味では、啓蒙し

ていくのと並行して整備されてきた」54）が、「それではなかなか人が入らないから、自治

体にとってはお荷物になってしまっている」54）と指摘し、転換期を迎えていることを示

唆している。美術館に限らず、スポーツ施設を含めた公共施設の多くは、このような啓蒙

という形で整備が進められてきた一面がある。スポーツの啓蒙は、スポーツ振興という形

で行われてきたのである。そのため、市民の要求よりも先に、行政による供給がなされて

きた結果、施設と市民生活との間に関係が結ばれにくく、そのことが建設や運営に対する

合意形成に至らない要因といっても過言ではない。巨額の公費でスタジアムを建設するに

当たっては、ワールドカップや国体の開催、地元クラブの Jリーグ加盟などの「大義名分

がなければこうした競技場を公的に整備する合意が形成されない」55）のが現状である。

しかしながら、「イベントにかこつけて拙速に巨額の公費で競技場を整備しては禍根を残し

かねない」55）ため、「償還には長期間を要するから、長期にわたって市民が支持する十分

な合意が必要」56）なのである。

6.　結び

　これまでに JFAが取り組んできた Jリーグ発足とワールドカップ招致における理念を

踏まえて、「サッカースタジアム標準」の変遷を追ってきた。また、Jリーグクラブのホー

ムスタジアムの多くが国体施設として開発されてきたことから、国体の理念と施設基準に

関しても検討を加えてきた。その結果、昨今のスタジアム開発に関して、以下のことが明

らかとなった。

（1）Jリーグ発足とワールドカップの招致という取り組みは、スタジアムの普及を中心と

した、サッカー及びスポーツの振興を目的に進められてきたといって過言ではない。その
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結果、1993年に Jリーグが開幕した当初、各スタジアムは Jリーグの要求を満たせない

ものがほとんどでありながら、こうした活動を通して日本全国において環境整備が進んで

いった。10クラブで誕生した Jリーグは、2015年までに 52クラブにまでその数を増や

し、リーグの要求を満たすスタジアムの整備も全国で行われるに至った。

（2）これまでに JFAが発表してきた「スタジアム標準」は、Jリーグの発足と拡大、ワー

ルドカップ招致活動とその開催など、その時々の要請に応じて変化してきた。この基準

は、サッカーの普及発展を推進する JFAが、スタジアムを建設・改修する際の指標とな

ることを主眼に置いて作成したものである。Jリーグ開幕を目前に控えた最初の発表から、

ワールドカップ開催が間近に迫った最後の改訂までの間に、日本のサッカーを取り巻く環

境は大きく変化し、必要に応じて改訂を重ねられてきた。

　一方、その改訂の内容に目を移すと、ワールドカップ招致活動中に大きく引き上げられ

た収容能力が、大会の準備期間を終えると引き下げられている。すなわち、オリンピック

や国体に代表される一過性のイベントを契機とした大規模開発は批判の的となってきたに

もかかわらず、JFAのスタジアムに対する要求もまたワールドカップという一過性のイベ

ントによって左右されているのである。

（3）このような一過性のイベントを契機とした大規模開発は、「ハコモノ行政」として、

主に自治体が批判の対象となってきた。しかしながら、「スタジアム標準」の変遷からは短

期的目標に応じた基準の変化が確認できる。こうした短絡的な基準の変化が、一過性のイ

ベントによる大規模開発を招いている点も否めない。「イベント主導型、開発主導型」の建

設計画を改めるのみならず、スタジアム建設に関わる基準もまた巨視的視座からの構築が

求められる。
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注
注 1）�ワールドカップと前後して①「『夢・2002年日韓W杯』あと 1年（3）巨大競技

場（連載）」，『読売新聞』東京朝刊，2001-6-2，一面、②「サッカーW杯会場、秋
の気配　赤字覚悟「せめて活用」」，『朝日新聞』夕刊，2202-8-19，1社会、③「読
売新聞」2003年 5月 5日付け「サッカー日韓W杯の国内会場自治体、赤字と借
金 ‶二重苦"」，『読売新聞』東京朝刊，2003-5-5，三面、④「サッカーW杯後の経
営に悩む自治体、スタジアム結婚式に注目／埼玉」，『朝日新聞』朝刊，2003-6-16，
埼玉 1などが報じられた。また、宮城スタジアムは 2008年 3月に報告された包括
外部監査報告において、「大幅な改善が見込まれない場合には、施設の解体を含め、
県は抜本的な見直しを検討する必要がある」との指摘を受けている（宮城県包括
外部監査人公認会計士鈴木友隆，平成 19年度包括外部監査の結果報告書　教育委
員会所管を中心とした公の施設の運営状況について，2008，入手先＜ http://www.
pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/56229.pdf＞，（参照 2015-11-1）。

注 2）�ホームタウンとスタジアムがいかに重視されていたかについての象徴的な事例と
して鹿島町（現鹿嶋市）と住友金属（鹿島アントラーズ）の事例が挙げられる。
ホームタウンの核となる 10万人規模の都市やスタジアムがなく、また住友金属は
当時 JSL2部に所属し戦力的にも不安があった。そのため Jリーグ加盟クラブの選
定を行っていた川淵三郎は鹿島の関係者に対し「住金のプロ参加を認めることは
99.9999%ないけれど、屋根のついた 1万 5000人収容のサッカー専用スタジアム
をつくるなら話は別だ」と伝えたという。しかしながら、鹿島、神栖（現神栖市）、
波崎（現神栖市）の 3町にだけ使える特別会計を含めた総額 84億円の出資を竹内
藤男茨城県知事（当時）が決断し、鹿島町も県の協力を得て 26億円をスタジアム
周辺の環境整備に投じることが決定した。この決定を受けて、絶望視されていた
住友金属の Jリーグ加盟が決まったと川淵は述懐している（川淵三郎，『「J」の履歴
書　日本サッカーとともに』，東京，日本経済新聞社，2009，pp.120-121）。

注 3）�この 1996年版より「スタジアム基準」ではなく、「スタジアム標準」という表現に
改められている。

注 4）�「Jリーグ規約」第 29条において、J1クラブ主管公式試合は入場可能数 15,000人
以上、J2クラブ主管公式試合は入場可能数 10,000人以上のスタジアムで行うこと
が定められている。また、2014年より始まった J3クラブによる主管公式試合は入
場可能数 5,000人以上のスタジアムとされている。

注 5）�従来は 1大会ずつ開催国を決定していたが、2007年 10月の FIFA理事会におい
て、2018年大会と 2022年大会を同時に選考することとなった（2022年 FIFA
ワールドカップ™日本招致委員会，『2022年 FIFAワールドカップ™招致活動報告
書』，東京，2022年 FIFAワールドカップ™日本招致委員会，財団法人日本サッ
カー協会，2011，p.20）。この決定を受けて、2018/2022年の招致が行われたので
あった。しかし、2018年大会をヨーロッパ開催にて取りまとめたいという、FIFA
からの内々の要請を受けたことなどを理由に、2010年 5月には 2022年大会へと
絞り込んで大会招致が行われるようになった（同上書，p.50）。
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